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令和８年度 販路開拓アドバイザー（首都圏担当） 募集要領 

 

Ⅰ 募集内容について 

１ 内 容 

（１）募集人数  １名 

（２）拠点場所  首都圏（在住） 

（３）活動時間  ７時間４５分以上で日額 

４時間以上７時間４５分未満で日額の半額扱い 

（４）契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）活動日数 上限として年間 180日 

（６）報 酬   日額 ２５，０００円（税込）※ 旅費等の活動経費含む 

※ 個人に対する委託契約により活動していただきます（兼業可）。 

なお、秋田県の事業に係る予算成立が委託の条件となります。 

 

２ 販路開拓アドバイザーの業務内容 

首都圏の発注企業を訪問し、機械金属加工関連の発注案件の掘り起こし及び情報収集を行

うとともに、秋田県内企業へのあっせん・情報提供の他、販路開拓に対する相談に対応をし

ていただきます。詳細は、「販路開拓業務仕様書」のとおり。 

 

Ⅱ 応募資格等について 

 １ 応募資格 

（１）自宅を拠点に、首都圏・関東甲信越地域等の企業訪問が可能であること。 

（２）当該地域の発注企業や加工技術に精通し、秋田県企業とのマッチングが可能なこと。 

 （３）パソコン（ワード、エクセル等）の基本操作が可能であること。 

 （４）本業務を遂行する上で、健康状態等で支障がないこと。 

  

 ２ 留意事項 

 （１）販路開拓アドバイザーとして委託した場合、プロフィールや写真等を含む情報をホーム

ページなどで公表します。 

（２）応募、面接に要した費用は、全て自己負担となります。 

（３）本事業の支援で得られた全ての成果は、原則として支援を受けた事業者に帰属します。 

（４） 販路開拓アドバイザーは、本業務により支援を受けた事業者の秘密を厳守するとともに、

これを自己の利益に利用できません。本業務の終了後も同様となります。 

（５）次に掲げる項目のいずれかに該当するときは、委託を取り消すことがあります。また、

取り消した場合、氏名、取消理由などを公表することがあります。 

①本業務の目的又は内容から逸脱した行為を行ったと認められる場合 

②申請内容に虚偽があることが判明した場合 

③センターに虚偽の報告をしたことが判明した場合 

④法令等に違反する行為を行ったと認められる場合 

⑤社会的信用を失墜する行為を行った場合 

⑥その他、本業務の販路開拓アドバイザーとして不適格と認められる場合 
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Ⅲ 応募方法等について 

１ 応募方法 

（１）応募申請書（様式１）、履歴書（写真添付）を各１部、一つの封筒に入れ、募集締切日ま

でにセンターへ郵送又は持参してください。※３月４日（水）12：00必着のこと 

（２）宛先面に「令和 8年度販路開拓アドバイザー応募申請書在中」と朱書きしてください。 

（３）書類は日本語で作成の上、Ａ４片面印刷で提出してください。 

（４）提出された書類に不備がある場合は、受理しません。 

 

２ 募集スケジュール 

（１）募集開始             令和８年２月 ４日（水） 

（２）募集締切             令和８年３月 ４日（水）１２時まで必着 

（３）書類選考結果及び面接時間連絡   令和８年３月１０日（火）予定 書面等で通知 

（４）面接               令和８年３月１７日（火）頃を予定 

（５）選考結果の連絡（書面通知）    令和８年３月２３日（月）頃を予定  

（６）委嘱契約締結日          令和８年４月 １日（水） 

※ 面接の場所等については別途調整します。 

※ 応募の状況によっては募集スケジュールの延長や短縮の可能性もあります。 

 

Ⅳ 選考について 

１ 選考方法 

応募書類に基づき、面接を行います。 

ただし、応募者多数の場合は、面接の前に書類選考を行います。 

 

２ 選考結果の通知 

（１）結果については、書面等で通知します。 

  書類選考：不可は書類通知 

       面接に進む者には電話で通知 

  面  接：面接の結果は書面で通知 

（２）結果に関する問い合わせについては、回答できません。 

 

Ⅴ お問い合わせ先 

公益財団法人あきた企業活性化センター 取引振興課 山形、田中 

住所：〒０１０－８５７２ 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎２階 

電話：０１８－８６０－５６２３ 

 

 

Ⅵ その他 

提出された応募申請書及び添付書類は返却しません。ただし、秘密保持には十分配慮します。 


